
 

 

東京都北区資源循環推進審議会（第４回） 
 

 平成３０年９月２８日 

北清掃工場 見学者説明室 

 

 

１ 北清掃工場見学 

 

 

 

２ 今後のリサイクル清掃事業のあり方について 

 

 

 

３ その他 

（1）事務連絡について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 配付資料 ＞ 

・第４回東京都北区資源循環推進審議会審議会次第 

・資料１ 第３回東京都北区資源循環推進審議会議事録（案） 

・資料２ 審議事項個別シート 

・資料３ 食品ロス対策の検討資料 

・資料４ （参考資料）リデュースクッキングレシピ 



 

（３）生ごみの減量 

食品廃棄物、食品ロスに関すること 

事業名  
 

１ 現在の取組み 

（１）リデュースクッキング 

調理で廃棄される生ごみを抑制する調理法 

25 年度からレシピを開発し、冊子や区ホームページで紹介 

講習会で普及啓発と減量効果の確認 

 

   
 

 

 

（２）水切り 

   生ごみ排出時の水切りの徹底を促す。 

   運搬重量の軽減、車両台数抑制 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

資料２ 審議事項個別シート 



 

    

２ 事業者の取組み 

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 

  

（１）食品リサイクルループ認定 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般的な食品リサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小売店・コンビニ・飲食店

（食品関連事業者） 

再生登録事業者等 

（飼料・たい肥化施設）

売れ残り・廃棄商品など

農畜産生産事業者 

（農業・畜産業など）

食材など 

飼料・たい肥 

小売店・コンビニ・飲食店

（食品関連事業者） 

再生登録事業者等 

（飼料・たい肥化施設）

飼料・たい肥として販売

売れ残り 

廃棄商品など 

循環 



 

新たな普及啓発 

 

１ 区民向け 

（１） リデュースクッキング 

調理実習会で普及啓発を進めていく。 

あわせて食品ロス対策の取組みを周知していく。 

 

（２） キエーロ 

シンプルな生ごみ処理容器。土と微生物の力で生ごみを分解する。

たい肥化はできないが、表面を乾いた土で覆うことで臭いや虫の

発生を抑える。 

 

  

 

 

（３） 段ボールコンポスト 

簡易な方法でたい肥化をする 

 

  

 

 

 

 



 

２ 事業者向け  

（１） 食べきり協力店制度 

食べ残し防止の宴会五箇条を飲食店で掲示してもらう。 

3010 運動 宴会時に発生する食品ロスを防ぐ。最初の 30 分と最

後の 10 分は席を立たずにしっかり食べる、「食べきりタイム」を

設ける。 

飲食店や小規模小売事業者に参画してもらうための、インセンテ

ィブを検討する。 
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食品ロス対策の検討資料 

 

１．食品ロスの現状 

平成 27 年度の食品廃棄物の発生量（推計）は約 2,800 万トンで、そのうち 22％（約 632

万トン）が食品ロス（可食部と考えられる量）です。また、食品廃棄物のうち約 30％が家

庭系廃棄物で、食品ロスのうち約 48％（約 302 万トン）が家庭から発生したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．北区の状況 

（１）ごみ調査の結果 

 平成 29 年度のごみ排出原単位調査の

結果から、北区の家庭系可燃ごみ中には

厨芥類が約 33％含まれています。また、

未利用食品、食べ残しは約７％でした。 

 

 

 

資料３ 

2018.９.28 

発生源別の食品ロスとなっているものと発生量 

 
食品ロスとなっているもの 発生量 発生割合

定番カット食品や期限を超えた食品などの返品

製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品

新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品

期限を超えたなどで販売できなくなった在庫など

客が食べ残した料理

客に提供できなかった仕込み済みの食材など

調理の際に食べられる部分を捨てている

食べ残し

冷蔵庫などに入れたまま期限を超えた食品など

合計 約６３２万トン 100%

52%

48%

レストランなど
の飲食店

食品メーカー

小売店

家庭

約３３０万トン

約３０２万トン

食品廃棄

物

77.3%

食品ロス

22.7%

食品廃棄物量

（平成27年度）

2.842万トン
事業系

廃棄物

70.7%

家庭系

廃棄物
家庭系食

品ロス

10.2%

食品廃棄物量

（平成27年度）

2.842万トン

29.3%

出典：環境省ＨＰ（我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値添付資料）

調理くず

26.44%

未利用食品

4.30%

食べ残し

2.38%

厨芥類その他

0.02%

その他

66.86%

可燃ごみ原単位

（平成29年度）

233ｇ/人日

厨芥類

33.14%

北区の食品ロス（平成 29 年度 調査結果） 

食品廃棄物の発生量 

（平成 27 年度 推計）
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（２）都民の行動 

 平成 26 年度に実施されたインターネット都政モニター※１アンケート調査の結果から、

食品廃棄物に関連する行動の結果を以下に示します（※１：インターネットが使える２０

歳以上の都内在住者を対象に公募し、性別、年代、地域等を考慮して 500 人を選任。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット都政モニターアンケート結果 

（平成 26 年度） 
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２．取組事例 

施策一覧 取組事例 

（1５）食品ロス

対策 

■「おいしい食べきり運動協力店」「食べ残しゼロ協力店」等登録制度。 

ＨＰで利用の呼びかけ（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録・認定制度の事例は資料１（Ｐ8～Ｐ11）参照 

 

■30・10（さんまる・いちまる）運動 
 

会食や宴会の際に食べ残しを減らすための「30・10 運動」。乾杯後 30

分間は席を立たずに楽しみ、お開き 10 分前になったら、自分の席に戻

って、再度料理を楽しむ運動。 

 

 

■食品ロス削減啓発ソング「食品ロスないＮＡＩＮＡＩＮＡＩ」 

 名古屋市では、食品ロスの

削減について、たくさんの方

に知っていただき、より身近

に感じていただくため、食品

ロス削減啓発ソングとダン

スを作成しました。みんなで

おどって、食品ロスを減らす

行動を実践してみましょう 

（名古屋市） 

 

 

 

 

 

 

 

福井県

名古屋市 

京都市
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■゛ＭＯＴＴＡＩＮＡＩモザイクアート゛ポスター作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■冷蔵庫 10（イーオ）・30（ミーオ）運動 

 

毎月 10 日と 30 日は冷蔵庫の中をチェックする日にして、無駄に捨て

られてしまう食材を減らす運動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市

横浜市
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■食品ロス削減啓発用紙芝居、絵本作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自治体主催のサルベージパーティ実施。 

 

家庭で食品ロスになりそうな食材（食べきれない食材、賞味期限が近

き食材など）を利用し、おいしい料理に変身させる。 

家庭で持て余している食材をみんなで持ち寄って、プロの料理人がそ

の場で調理。できた料理をみんなでシェアするパーティ。 

最近は、自治体・企業・団体・個人の方たちが、各地で様々なスタイ

ルのサルベージパーティを開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙芝居（松本市）
絵本（豊中市）

台東区

足立区

絵本（名古屋市）
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■家庭から発生する「食品ロス」の原因の一つである 

 ・冷蔵庫に入れたまま期限切れとなる 

 食品を減らすための工夫として「冷蔵庫管理表」をホームページで配布

（加古川市）。 

 
 
 ※この冷蔵庫管理表は、平成 27 年度に実施した「ごみ減量アイデア募集」

  で入賞したもの。 

 

■家庭からどのくらいの食品ロスが出るのかを各家庭で確認できる食品ロ

スダイアリー簡易版をホームページで配布（加古川市）。 

 

■家庭の食品ロス調査（名古屋市） 
食品ロスを減らすために名古屋市がどのような取組みをするとよいのか、そ

の参考にするため、「家庭の食品ロス調査」を行い、ご家庭で実際にどのよう

に食品ロスが出ているのかを調べたいと思います。 

そこで！！この調査にご協力いただける方を募集します。 

[募集人数]400 人 

[募集対象]市内在住の方 

[謝礼]プリペイドカード 1000 円分 

[調査内容] 家庭で発生した食品ロスを日記形式で 4 週間記録し、アンケート

にご回答 

 

名古屋市の他、神戸市、加古川市、仙台市で同様の調査を実施。 
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■「京都市食べ残しゼロ推進店舗（食品小売店版）」認定制度の創設 
京都市では全国で初めて設定した食品ロス削減目標（平成 32 年度までに５

万トン）の達成に向け、重点的に取組を進めている。 

平成 26 年度から、飲食店・宿泊施設を対象に運用を開始した「京都市食べ

残しゼロ推進店舗」認定制度では，平成 30 年８月末時点で政令市最大規模の

認定店舗数（818 店舗）。 

平成 30 年９月５日から、新たに「食品スーパー等の食品小売店」を対象と

して、食品の入荷量の調整や賞味・消費期限まで販売するなど、食品ロス削減

に取り組む店舗を「京都市食べ残しゼロ推進店舗（食品小売店版）」として認

定する制度を創設し、募集を開始した。 

[対象事業者] 

 京都市内で食品を取り扱う小売店 

[認定条件] 

次の１～８の認定条件のうち、２つ以上実践する食品小売店等を「京都市食

べ残しゼロ推進店舗（食品小売店版）」として認定する。 

・店頭での手つかず食品（賞味・消費期限切れ食品）の削減につながる取組

 ・家庭での食べキリ・使いキリにつながる取組 

 ・惣菜等の製造・調理段階での取組 

 ・イートインコーナー等での飲食に関する取組 

 ・食品ロス削減に関する自社の取組のＰＲや社内での情報共有 

 ・フードバンク活動等への支援 

 ・食品リサイクルの推進    

 ・上記以外で食品ロスを減らすための工夫  

[認定店舗の取組内容] 

・食品ロス（手つかず食品や食べ残し）の発生抑制，及び発生する食品廃棄

物等の飼料化等による再生利用に取り組み、廃棄処分の減量に努める。 

・交付された認定ステッカー等を店舗に掲示し、来店者等へ、積極的に PR

し、周知を図る。 

・本市が行う食品ロス削減に関する市民等への啓発、ＰＲに協力する。  

・本市が実施する取組に関する各調査に協力する。 

[認定店舗への支援] 

認定店舗については、「京都生ごみスッキリ情報館」（食品ロス削減に関する

情報サイト）等で取組内容を紹介する。また、京都市から食品ロス削減に関す

るＰＲグッズを提供するほか、食品ロス削減に関する情報提供を行う。 

[申請方法] 

 申請書を環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課に提出。認定店舗に

は、「認定証」及び「認定ステッカー」を交付する。 

 

 
 

パンフレット（抜粋）
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別添資料１ 食品ロス対策協力店の登録・認定制度の事例 

 

自治体名 松本市 

名称 「残さず食べよう！」推進店・事業所認定制度～すすめよう！30.10 運動～

対象 ・市内で営業を行う飲食店、宿泊施設その他食事を提供する施設 

・市内に所在する事業所、団体 

認定要件 ■飲食店、宿泊施設等（料理を提供する側） ※以下２項目以上推進 

・残さず食べよう！30.10 運動の周知又は啓発 

・プラチナメニューの提供 

・食べ残しの持ち帰りへの対応 

・小盛りメニューの提供 

・その他食品ロス削減に資する取組 

■事業所等（料理をいただく側） 

・残さず食べよう！30.10 運動の実践 

・残さず食べよう！30.10 運動又は食品ロスに関することについての事業所

内における周知、啓発 

・残さず食べよう！30.10 運動の実践又は食品ロス削減に関する取組につい

ての事業所外への広報 

・その他食品ロス削減に資する取組 

認定を受

ける方法 

申請書を市環境政策課に提出 内容審査し認定（申請は随時受け付け） 

実施要綱 松本市「残さず食べよう！」推進店・事業所認定制度実施要綱 

認定店舗

のインセ

ンティブ 

・松本市ホームページ、市広報において店舗の紹介 

・啓発グッズの活用（ティッシュ、コースター、持ち帰り注意事項シール、

看板、のぼり旗） 

・認定証による環境配慮店舗のアピール 

メリット ・環境配慮店舗と認知される 

 

自治体名 三鷹市 

名称 三鷹市食べきり運動協力店等（登録） 

登録要件 ※以下２つ以上の実践で登録 

・小盛りメニューの導入 

・食べ残しを減らすための呼びかけ 

・食べ残しを減らすための特典の付与 

・食べ残しを減らすための啓発活動 

・食品衛生を考慮したうえでの持ち帰り希望者への対応 

・三鷹市ごみ減量・リサイクル協力店認定制度実施要綱第２条第 11 項に基づ
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く取組のほか、独自の食品廃棄物削減の取組 

（例 生鮮食品（青果・精肉・鮮魚）その他の商品のばら売りや量り売り、

賞味・消費期限間近の食品の割引など 等） 

・その他市長が認める取組 

認定を受

ける方法 

申請書を市へ提出する 

登録店舗

のインセ

ンティブ 

・環境への配慮を PR できる 

・登録事業者にステッカー、ポスター、啓発品等を交付する 

・市のホームページ等で協力店等を紹介する 

メリット ・廃棄物の減少が見込め、経費削減が期待できる 

 

自治体名 伊勢崎市 

名称 「伊勢崎市食品ロス削減協力店」認定 

対象 市内で営業する飲食店、宿泊施設で、以下の項目をすべて満たしている店舗

・積極的に食品ロスの削減に向けて取り組みをしていく意思がある 

・市が交付するステッカー等を店舗内外の見やすい場所に掲示し、消費者に

PR する 

・市が実施する食品ロス関連事業に積極的に協力する 

・市ホームページなどにより、協力店として紹介されることを承諾する 

認定要件 以下１項目以上実践 

・小盛り、ハーフサイズメニュー等の設定 

・消費者の要望に応じた量の調整 

・食べ残しの削減の呼びかけ 

・ポスター等の掲示による啓発活動の実施 

・特典の付与 

・食品廃棄物のリサイクル 

・その他食品ロスの削減への取組 

認定を受

ける方法 

申請書を市環境政策課に提出 

認定店舗

のインセ

ンティブ 

・市ホームページ等で「お店の取組などの情報発信」をします！ 

・食品ロス削減協力店啓発物（ポスター、店外用ステッカー、店内用ステッ

カー）あり。 

メリット ・食べ残しが減ることで、生ごみの「処理費用が節減」できる 

・食べ残しが減ることで、食器のかたづけ・洗浄作業が軽減され、従業員の

「業務の省力化や人件費の節約」ができる 

・お店の「好感度や顧客満足度アップ」につながる 
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自治体名 東京都港区 

名称 「港区食べきり協力店」登録制度 

対象 港区内の飲食店（ホテルや複合施設内の飲食店も含む） 

登録要件 以下１項目以上実践 

・小盛りメニュー等の導入 

・食べ残しを減らすための案内 

・食べ残し削減に向けた啓発活動 

・食品リサイクルの取組 

・その他 

登録の方

法 

申請書を環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係

に提出 

登録店舗

のインセ

ンティブ 

・協力店ステッカー、ポスター及び卓上 PR スタンドを差し上げます。 

・港区の公式ホームページに店舗の紹介を常時掲載します。 

・食べきり協力店の紹介チラシを作成し、清掃事務所のイベント等で参加者

に配布して食べきり協力店の PR をします。 

・食べきり強化月間（12 月中旬～１月中旬、３月及び４月）には、「啓発お

しぼり」「啓発ナプキン」を差し上げます。（配布数には上限あり。配布希

望の有無を事前に伺います。） 

メリット ・お客様に、ステッカー、ポスター及び卓上 PR スタンドで呼びかけることで、

さりげなく食べ残しをしないよう周知をすることができる 

・食べ残しが減ることで、ごみが減り、ごみ処理にかかる費用が削減できる

・食品ロス削減に協力している飲食店で、環境に配慮しているとして、認知

される 

 

自治体名 東京都新宿区 

名称 「新宿区食品ロス削減協力店」登録制度 

対象 新宿区内の飲食店・ホテル等宿泊業・食品販売店 

登録要件 ・料理の量の調節を希望する客への積極的な対応 

・ばら売りや量り売り等による食料品販売 

・閉店時間間際等の値引販売 

・持ち帰り希望者への積極的な対応 

・食品廃棄物の、食品リサイクル施設でのリサイクル処分の実施 

・売れ残り・規格外商品等の有効活用 

・食品ロス削減の啓発 

・その他食品ロスを削減するための取組 

登録の方

法 

申請書を新宿区ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係に提出 
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登録店舗

のインセ

ンティブ 

・協力店ステッカー及びポスターを配布 

・新宿区公式ホームページに店舗の紹介を常時掲載 

メリット ・利用者に、ステッカー及びポスターで呼びかけることで、食べ残しをしな

いよう周知することができる 

・食べ残しが減ることでごみが減り、処理にかかる費用が削減できる 

・環境に配慮された店舗として認知 

 

自治体名 名古屋市 

名称 「食べ残しゼロ協力店」登録制度 

対象 名古屋市内の飲食店及び宿泊施設 

登録要件 次の取組の１つ以上の実践 

・ポスター等の掲示による、食べ残し削減に向けた啓発 

・注文受付時の適量注文の案内 

・宴会や会食での食べ残しを減らす 30・10（さんまるいちまる）運動の案内

・量を調整した商品の提供 

・持ち帰り希望者への対応※ 

（例：衛生上の注意事項等を説明した上で持ち帰り対応をするなど） 

・上記以外の食べ残しを減らす工夫 

登録の方

法 

申請書を環境局ごみ減量部資源化推進室に提出 

実施要領 「食べ残しゼロ協力店-お皿ぴかぴか！ごちそうさま！-」実施要綱 

登録店舗

のインセ

ンティブ 

・登録事業者名簿へ記載するとともに、申請者に対してステッカー等を交付

する 

・協力店の店舗情報等を、市のウェブサイトに掲載する 

メリット ・環境配慮の PR や生ごみ処理にかかる経費削減になる 

 

など 

 

 

 


